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黒
川
前
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
の
賭
け
麻
雀
事
案
及
び
訓
告
処
分
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

令
和
二
年
五
月
二
十
一
日
に
黒
川
弘
務
前
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
が
訓
告
処
分
と
な
っ
た
が
、
こ
の
理
由
と
さ
れ
る
黒
川

氏
の
賭
け
麻
雀
に
関
す
る
事
実
関
係
及
び
訓
告
処
分
の
適
否
等
に
つ
い
て
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

黒
川
前
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
が
、
令
和
二
年
五
月
一
日
、
十
三
日
及
び
令
和
二
年
五
月
一
日
よ
り
前
の
「
約
三
年
前

か
ら
、
月
一
、
二
回
程
度
」
（
令
和
二
年
五
月
二
十
一
日
法
務
省
作
成
「
黒
川
弘
務
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
の
職
責
に
つ

い
て
の
検
討
結
果
」
３ 

１ 
に
示
さ
れ
て
い
る
）
黒
川
氏
が
賭
け
麻
雀
を
行
っ
て
い
た
日
の
午
後
六
時
以
降
、
検
察
庁
を
含

む
法
務
省
の
公
用
車
を
利
用
し
て
い
る
か
。
利
用
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
賭
け
麻
雀
が
行
わ
れ
た
「
記
者
Ａ
方
」
（
前
述

「
検
討
結
果
」
の
２ 

２ 

中
の
「
記
者
Ａ
方
」
）
周
辺
ま
で
、
黒
川
氏
が
乗
車
し
た
事
実
は
あ
る
か
。 

二 

黒
川
前
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
が
、
令
和
二
年
五
月
一
日
、
十
三
日
及
び
令
和
二
年
五
月
一
日
よ
り
前
の
「
約
三
年
前

か
ら
、
月
一
、
二
回
程
度
」
黒
川
氏
が
賭
け
麻
雀
を
行
っ
て
い
た
日
の
午
後
六
時
以
降
、
報
道
関
係
者
の
手
配
し
た
ハ
イ
ヤ

ー
に
記
者
Ａ
方
周
辺
ま
で
乗
車
し
た
事
実
は
あ
る
か
。
政
府
の
把
握
す
る
と
こ
ろ
を
答
え
ら
れ
た
い
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
一

人
で
乗
車
し
た
時
間
は
あ
っ
た
か
。 

三 

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
の
衆
議
院
法
務
委
員
会
に
お
い
て
、
賭
け
麻
雀
を
し
て
九
名
が
休
職
処
分
と
な
っ
た
陸
上
自
衛

（ ） 
（ ） 



 

２ 

 

隊
青
野
原
駐
屯
地
の
事
例
に
つ
い
て
、
森
法
務
大
臣
は
、
「
自
衛
隊
の
処
分
に
つ
い
て
参
考
に
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
事

務
方
に
調
べ
さ
せ
た
い
と
思
い
ま
す
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
。
黒
川
前
検
事
長
の
処
分
の
決
定
に
当
た
り
、
内
閣
（
首
相
官

邸
、
内
閣
官
房
を
含
む
）
、
法
務
省
、
検
察
庁
は
、
そ
れ
ぞ
れ
本
事
例
を
知
っ
て
い
た
か
。
ま
た
、
参
考
に
し
た
か
。
参
考

に
し
た
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
当
該
陸
上
自
衛
隊
の
事
例
で
は
、
た
っ
た
一
回
の
賭
け
麻
雀
で
も
休
職
処
分
に
な
っ
た
者
が
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
黒
川
前
検
事
長
を
訓
告
処
分
に
と
ど
め
た
の
か
の
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。 

四 

自
衛
隊
も
含
む
国
家
公
務
員
が
、
賭
け
麻
雀
を
理
由
に
懲
戒
処
分
と
な
っ
た
事
例
を
網
羅
的
に
（
人
事
院
が
知
り
得
る
も

の
に
限
定
せ
ず
、
各
府
省
が
知
り
得
る
も
の
全
て
を
含
む
）
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
懲
戒
処
分
と
な
っ
た
事
例
に
つ
い
て
、

レ
ー
ト
な
ど
金
額
の
多
寡
、
頻
度
、
対
象
者
の
役
職
な
ど
を
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。 

五 

五
月
二
十
六
日
の
衆
議
院
法
務
委
員
会
に
お
い
て
、
森
法
務
大
臣
は
「
法
務
省
及
び
検
事
総
長
が
処
分
を
決
定
す
る
ま
で

の
過
程
に
お
い
て
、
法
務
省
か
ら
内
閣
に
対
し
、
事
務
的
に
、
調
査
の
経
過
の
報
告
、
先
例
の
説
明
、
処
分
を
考
え
る
上
で

の
参
考
と
な
る
事
情
の
報
告
等
を
行
っ
た
」
と
答
弁
し
て
い
る
。
こ
の
「
報
告
等
」
に
お
い
て
、
四
で
示
さ
れ
る
懲
戒
処
分

に
な
っ
た
事
例
及
び
そ
の
内
容
に
つ
い
て
触
れ
た
の
か
。
触
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
具
体
的
事
例
及
び
内
容
を
示
さ
れ
た

い
。 



 

３ 

 

六 

林
真
琴
氏
が
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
に
就
任
し
、
業
務
の
遂
行
に
重
大
な
支
障
は
生
じ
て
い
る
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


